
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.

最終更新日：2015年7月6日
株式会社日本製鋼所

代表取締役社長 佐藤 育男

問合せ先：総務部 03-5745-2001（代）

証券コード：5631

http://www.jsw.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当社は、経済的価値と社会的価値の両面にわたる企業価値の向上の実現を目指す企業として、株主や顧客、従業員などのさまざまなステーク 
ホルダーから信頼されることが、企業活動上不可欠であると認識しております。 
そのために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施するとともに、適正な情報開示に努めることにより企業活動の透明性を確 
保して、コーポレート・ガバナンスの確立を図ってまいります。 

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 19,714,000 5.31

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 15,924,000 4.29

三井生命保険株式会社（常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 14,138,000 3.81

株式会社三井住友銀行 12,550,161 3.38

三井住友海上火災保険株式会社 8,824,000 2.38

ジユニパー（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行） 8,300,000 2.23

三井住友信託銀行株式会社（常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 8,152,000 2.19

NORTHERN TRUST CO. （AVFC） RE-HSD00（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 6,981,000 1.88

シービーニューヨーク オービス エスアイシーアーヴィー（常任代理人 シティバンク銀行株 
式会社）

6,736,631 1.81

新日鐵住金株式会社 6,530,000 1.76

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

・三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から、平成26年６月２日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成26年５
月27日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数
の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 
 
氏名又は名称 ：三井住友信託銀行株式会社 
住所 ：東京都千代田区丸の内1-4-1 
保有株券等の数（千株） ：15,164 
株券等保有割合（％） ：4.08 
 
氏名又は名称 ：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 
住所 ：東京都港区芝3-33-1 
保有株券等の数（千株） ：569 
株券等保有割合（％） ：0.15 
 
氏名又は名称 ：日興アセットマネジメント株式会社 
住所 ：東京都港区赤坂9-7-1 
保有株券等の数（千株） ：21,573 
株券等保有割合（％） ：5.81 



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

 当社は、上場子会社として株式会社名機製作所（名古屋証券取引所第２部）を有しております。当該上場子会社の経営については自主性を尊 
重しておりますが、必要に応じて事業戦略の策定や経営管理等に関し、支援及び助言等を行っております。 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐藤 元信 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤 元信 ○

佐藤元信氏は、平成26年3月まで当社の
取引先の一社である三井物産株式会社
の執行役員を務めておりました。 
当社と同社との取引内容は、製品販売に
係る口銭取引が基本であるところ、当社
売上高に占める同社との取引金額は
0.1％（直近事業年度）と僅少であり、同社
は当社の主要な取引先には該当せず、同
社との取引関係が独立性に影響を与える
おそれはないと判断しております。

佐藤元信氏は、証券取引所が定める独立役員
の要件を満たしております。 
同氏は、商社勤務及び海外での企業経営で培
った知見を活かし、中立的かつ客観的な立場
から、取締役会等において発言しております。 
これらのことから、同氏が一般株主との利益相
反を生じるおそれはなく、十分な独立性を確保
していると判断し、独立役員として選任しており
ます。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

 内部監査部門として社長直属の監査室（５名）を設置しております。監査室は、本社部門、事業部門、グループ子会社等の業務執行状況を監査
するほか、当該年度の重点事項の実施及びリスク管理状況の把握を行っており、これらの情報については必要の都度、監査役に報告し情報の 
共有化を図っております。一方、監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて実施する本社部門、事業部門及びグループ子会社等に対 
する監査のほか、取締役会、戦略会議及び経営会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。また、監査を実施するにあたり、必 
要に応じて監査室の協力を受けることができるほか、監査室のスタッフは、監査役が行う監査に臨席し、情報の共有化と相互の連携に努めており
ます。加えて会計監査人は、監査役に対し、会計監査の年度計画、その実施状況と監査内容について定期的に報告を行うとともに、会計上重要 
と認められる事項については適宜、監査役及び監査室に対し説明及び情報交換の機会を設け、相互連携を図っております。さらに、監査室内の 
内部統制グループ（２名）が、監査役会事務局と内部統制委員会事務局を兼務しており、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・構築につ
いて、監査役会の補助者的位置付けから中立的に評価を行うとともに、監査室内にあって監査役及び会計監査人と日常的な意見交換を行うこと
から、内部統制活動の進捗及び有効性評価の結果など全般にわたって、監査室、監査役及び会計監査人と情報の相互共有が図られておりま 
す。 
 これら内部監査部門、監査役及び監査役会並びに会計監査人の連携が、それぞれの監査の実効性に寄与しております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

河上 守 他の会社の出身者 △

城野 和也 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

当社における外部借入金依存度は9.5％程度
（総資産における総借入金額の割合、直近期
末）のところ、更に当社は複数の金融機関との
取引の分散化・平準化を行っており、借入総額
に占める三井住友信託銀行株式会社の割合



【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明

 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

河上 守 ○

河上守氏は、平成24年3月まで当社の取
引銀行の一行である中央三井信託銀行
株式会社（現三井住友信託銀行株式会
社）の取締役専務執行役員を務めており
ました。

は17％程度（直近期末）と他行に比して著しく
高いものではありません。 
河上守氏は、金融機関における人事・企画・審
査・営業等の幅広い勤務経験とそこで培った
財務及び会計に関する知見を活かして、中立
的かつ客観的な立場から、監査役会及び取締
役会等において発言しております。 
これらのことから当社は、同氏が一般株主との
利益相反を生じるおそれはなく、十分な独立性
を確保していると判断し、独立役員として選任
しております。

城野 和也 ○

城野和也氏は、平成24年3月まで当社の
取引銀行の一行である株式会社三井住
友銀行の取締役兼専務執行役員を務め
ておりました。

当社における外部借入金依存度は9.5％程度
（総資産における総借入金額の割合、直近期
末）のところ、更に当社は複数の金融機関との
取引の分散化・平準化を行っており、借入総額
に占める株式会社三井住友銀行の割合は1
7％程度（直近期末）と他行に比して著しく高い
ものではありません。 
城野和也氏は、海外での勤務経験、金融機関
で培った財務及び会計に関する知見を有して
おり、当社としては中立的かつ客観的な立場
から、監査役会及び取締役会等への助言を頂
けると期待しております。 
これらのことから当社は、同氏が一般株主との
利益相反を生じるおそれはなく、十分な独立性
を確保していると判断し、独立役員として選任
しております。

独立役員の人数 3 名

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

後述の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

有価証券報告書、事業報告に全取締役の総額を開示しています。 
平成26年度における取締役及び監査役の報酬等の額は次のとおりです。 
【取締役（社外取締役を除く）】282,830千円（9名）。 
【監査役（社外監査役を除く）】47,190千円（3名）。 
【社外役員】44,220千円（4名）。 



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

 取締役及び監査役が受ける報酬は、月額報酬（基本報酬の12ヶ月均等払い）と役員賞与から構成されております。月額報酬は、株主総会で承 
認された月額金額の範囲内の合計額とし、個別の金額については、役位、在任年数に応じた基本固定的な部分と会社業績及び個人別の業績成
果に応じた変動部分で構成されております。役員賞与については、当期の利益、従来の支給実績等を考慮し、その総額を毎期株主総会で決定 
し、個別の支給額については取締役は取締役会で、監査役は監査役の協議にて決定いたします。 

 社外監査役を含む監査役に対するスタッフ機能は、内部統制活動を推進する専任部署である内部統制グループ（２名）がこれを担うほか、監査
役監査に際しては、監査役会は内部監査部門、法務部門、経理部門から監査事項に係わる協力を受ける体制を執っております。 

 当社は監査役制度を採用し、取締役７名（内、社外取締役１名）、監査役４名（内、社外監査役２名）の構成であります。 
 また、取締役の任期を１年とするとともに、執行役員制度を導入し、経営の意思決定機能・監督機能と執行役員による業務執行機能を区分する
ことで、経営の意思決定の迅速化、監督機能強化及び業務執行機能の向上を図っております。 
 取締役会は、原則として毎月１回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項の決定や報告を行い、上席
以上の執行役員もこれに同席することで、取締役及び執行役員の業務執行について、これを相互に監督する機関と位置付けております。 
 さらに、代表取締役（２名）ほか、社長が指名する役付執行役員で構成され、これに社外取締役（１名）及び監査役（輪番１名）が同席する「戦略
会議」を毎週１回開催し、経営上重要な事項、取締役及び執行役員の重要な業務執行の決定について審議・決裁を行うとともに経営全般に係わ
る事項の協議・報告・モニタリングを行っております。 
 これらのほか、取締役及び監査役並びに事業部長、製作所長、本社部門長等執行役員を含む主要な業務執行者を加えた「経営会議」を原則と
して毎月１回開催し、事業環境の分析、事業計画の進捗状況などの経営情報の共有化を図り経営判断に反映するとともに、リスク管理及びコン
プライアンスの徹底を図っております。 
 監査役会につきましては、４名で構成されており、うち社外監査役は２名（内、常勤１名）であります。監査役は、取締役会、戦略会議、経営会議
及びその他の重要な会議に出席するほか、原則として半期に１度、製作所・営業拠点・グループ子会社等への往査を実施するとともに、各部門か
ら都度必要な情報の報告を受け、また各取締役のほか重要な使用人との意見交換を実施し、これらを基に客観的・中立的な立場から経営に対し
て意見を述べ、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。 

 各取締役は、取締役会、戦略会議、経営会議等の重要会議において業務執行状況の報告を行っていることから、取締役相互の監督機能は確
保されております。また、執行役員（18名、内、取締役兼務者は４名）は取締役会で選任され、委嘱された範囲の業務執行と業務執行に関る意思
決定を担い、上記の戦略会議、経営会議等において業務執行状況の報告を行っていることから、執行役員の業務執行に対して取締役の監督が
なされております。また、上記いずれの重要会議にも社外取締役が出席し、経営の意思決定に参加するとともに、客観的・中立的な立場から経営
に対し意見を述べております。 
 各監査役は、上記の重要な会議、その他の会議に出席することができるほか、定期的に本社部門、事業部門及びグループ子会社等への監査
を実施しております。また必要の都度、各部門からリスク管理、コンプライアンス等に関する情報の報告を受け、適宜各取締役及び重要な使用人
との意見交換を実施することにより、取締役の業務執行について把握し、客観的、中立的な立場から、上記の会議等において取締役に対して意
見を述べております。 
 以上のことから、経営に対する監視機能を十分に果たすことができる体制が整っているため、現状の企業統治体制を採用しております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の概ね3週間前を目途に発送

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を採用

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加

招集通知（要約）の英文での提供
当社ホームページ、東京証券取引所のウェブサイト及び議決権電子行使プラットフォームに掲
載

その他
株主総会進行のビジュアル化、全社総合カタログの配布、株主総会招集通知を発送日前に当
社ホームページに掲載

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

原則年2回（本決算、中間決算） あり

IR資料のホームページ掲載 IR説明会資料、決算短信、有価証券報告書及び四半期報告書等を掲載

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室広報グループ

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「ビジョンと経営理念」「日本製鋼所企業行動基準」等基本規程により、ステークホルダーの 
立場の尊重を基本として、経営計画を策定して実行しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

1998年に室蘭及び広島の両製作所、2006年には横浜製作所においてISO14001の認証を取得 
し、環境管理活動の維持向上に努めております。また環境管理活動を全社的に展開し実効性 
をあげていくため、「全社環境管理規程」を制定するとともに環境管理担当役員を委員長とする 
「環境マネジメント委員会」を設置するなど、全社一体となった推進体制を整備しております。 
更に環境保全に係る中期計画を策定し、定期に見直しを行い、年度ごとに活動目標を設定する 
ことにより、段階的かつ継続的に環境改善に取り組んでおります。なお、これらの活動実績を 
年度毎にとりまとめた環境・社会報告書をホームページに掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

 当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であるとの認識のもと、内部統制を主
管する専任部署を常置するほか、内部統制委員会を適宜必要に応じて開催し、取締役会にて次のとおり決議した「内部統制の基本方針」に則り、
内部統制システムの整備に取り組んでおります。 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
・当社は、「コンプライアンス」を不正防止や法令及び社内規程遵守にとどまらず、広く社会的責任の遂行を含めて捉えるとともに、コンプライアン
スに係る各種規程を整備します。 
 また、コンプライアンス活動の要諦は、取締役及び執行役員の率先垂範と誠実性、使用人の意識徹底・向上のための教育・啓蒙にあると考え
て、これらを推進します。 
・当社は、会社業務の全般を対象に、法令及び社内規程等への適合性について、内部監査部門を設けて、定期的または随時監査を行うととも
に、その結果について取締役社長ほか、適宜、取締役会、戦略会議または経営会議並びに監査役を含む関係者に報告します。 
・当社は、使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合等の、通報者保護を基本とする報告・相談の制度・ルートについて社外を含め複数
確保します。 
・当社は、「反社会的勢力との対決」を企業行動基準に明示するとともに、情報連絡・対応窓口の一元化により、反社会的勢力排除に向け毅然と
対応します。 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
・当社は、情報の保存及び管理に関し、取締役または執行役員を責任者として定めるとともに、文書管理や情報管理に関する各種規程に基づ
き、重要会議議事録、稟議記録等、取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要情報を文書または電磁的記録により保存・管理します。 
 また、取締役及び監査役は、これら情報について、随時、閲覧・謄写することができます。 
・当社は、財務情報のほか経営上の重要な情報について、適時・適正な情報開示を行います。 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
・当社は、部門長たる取締役、執行役員及び使用人が、自部門における業務遂行上のリスクの把握・評価を行うとともに、各種規程または稟議制
度により許可された権限の範囲内で、損失の危険（リスク）に対応します。 
 また、重要リスクについては、取締役会または戦略会議で対応を審議します。 
・当社は、リスク管理に関する規程を定めて、全社的なリスク管理体制を明確にするとともに、安全衛生、環境マネジメント、情報セキュリティ、安
全保障輸出管理等の機能別リスクについては、当該担当部門が、それぞれ全社横断的な観点から各種委員会を組成または規程等を整備し、適
切な運用を図ります。 
 また、リスク管理に関し、取締役または執行役員を責任者として定めるとともに、当該責任者がこれらリスク管理の状況等について、内部監査部
門と相互連携してモニタリングを行い、適宜、取締役会または戦略会議に報告します。 
・当社は、本社部門、事業部及び製作所単位でリスクマネージャーを定めて、適宜、日常リスクの洗い出しに努めるほか、重大事態発生時におい
ては、危機管理対策本部を設置してその対応にあたるなど、平時及び非常時に対応します。 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
・当社は、迅速な意思決定と機動的・効率的な業務執行を実現するため、取締役社長を最高経営責任者とするほか、主要な本社部門及び事業
部では取締役が業務執行を統括するとともに、その指揮または監督の下で取締役会が選任した執行役員が、委嘱された担当業務を執行します。
 また、取締役及び執行役員は、重要事項については、取締役会または戦略会議で、審議・決裁・報告を行います。 
・当社は、取締役会において、取締役、執行役員及び使用人が共有すべき中期経営計画や事業年度計画等の全社目標を設定するとともに、取
締役及び執行役員は目標達成のための具体的施策を、社内規程等に従い使用人に分掌してこれを計画・実施します。 
 また、取締役及び執行役員は、結果に対する評価とレビュー・進捗状況を含む報告を、定期的または随時、取締役会、戦略会議または経営会
議等で行います。 
５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
・当社は、グループ子会社等が、当社のビジョンと経営理念及び企業行動基準に従い全社的な内部統制の整備・構築を推進するとともに、グルー
プ子会社等が自ら定める社内規則等に基づき、適切な職務の分掌と決裁権限の明確化により、効率的な業務執行をすること、また、それによる
自律経営を支援します。 
・当社は、グループ子会社等の運営・管理に関する規程を定め、それらの管理責任・指導体制を明確にするとともに、グループ子会社等に係る重
要事項の決定あるいは重要事実の報告、通報及び情報収集に係る体制を整備します。但し、上場子会社については、当社からの一定の経営の
独立性の確保に配慮します。 
・当社は、グループ子会社等に対し取締役または監査役を派遣するほか、グループ子会社等における法令・社内規則等の遵守状況について、関
連会社主管部門及び内部監査部門が、定期的または随時、自律的監査を要請、あるいは直接に監査を実施するとともに、その改善に向け指導
を行います。 
・当社は、グループ子会社等がリスク管理に関する規程に基づき、自ら定める職務分掌に応じてリスクの把握、評価を行う体制を整備することを
支援します。 
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項、及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
・当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、使用人の中からこれを選任するとともに、選任、解任、人事上の評価、処遇の
決定等にあたっては、監査役の意見または同意を得ることとし、取締役及び執行役員からの独立性を確保します。 
・当社は、監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の指揮命令に従って業務を行うことができる体制を確保します。 
７．当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、及び当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
・当社は、取締役会、戦略会議、経営会議、その他重要な審議・決裁・報告が行われる会議について、監査役が出席するとともに、監査役に対し
その機会を保証します。 
・当社は、稟議制度に従い稟議記録を監査役に供覧するとともに、監査役は随時、当社及びグループ子会社等の取締役、執行役員及び使用人
等から報告を求めることができます。また、当社及びグループ子会社等の取締役、執行役員及び使用人等から報告を受けた者が監査役に報告
をすることができる体制を確保します。 
・当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いをしないことを保証します。 
８．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項 
・当社は、監査役が職務の執行において必要とする費用等を負担します。 
９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
・当社は、取締役、執行役員及び使用人が、監査役監査の重要性・有用性を認識し、可能な限り他の業務に優先して監査に協力する環境を整備
します。 



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

また、監査役は、内部監査部門、本社部門等に対し、監査での連携・協力を求めることができます。 
・当社は、監査役が会計監査人及び内部監査部門と相互に緊密な連携を図ることができる環境を整備します。 
・当社は、監査役が自らの判断によって顧問弁護士やその他社外の専門家を利用できる環境を整備します。 
10．財務報告の信頼性を確保するための体制 
・当社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価するとともに、その結果につき取締役会また
は戦略会議で審議・報告します。

 当社は、「日本製鋼所企業行動基準」において、反社会的勢力との対決を掲げ、日本製鋼所グループ全役職員は市民社会の秩序や安全に影 
響を与える反社会的勢力及び団体とは、会社組織として対決し、不法・不当な要求には一切応じないことを明示し、反社会的勢力などに屈服、癒
着せず、毅然とした態度で臨むこととしております。この基本的な考え方に基づき、情報の連絡・対応窓口を総務部として、警察、弁護士等の外部
機関との情報交換、相談等を行うなど、反社会的勢力排除の体制を整備しております。



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 あり

Ａ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者が、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させる者であるか否かの判断
は、最終的には当社株主の総体意思に基づき行われるべきものであると考えます。 
 しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜 
在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を短期
間のうちに適切に判断することは必ずしも容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買収の提案の内容を検討するための十 
分な情報や時間を提供せずに、当社株式の大量取得や買収の提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適 
切であると考えます。 
 また、買収提案の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものや当社株主の皆様に
当社株式の売却を事実上強要するもの等もあります。当社は、このような買収提案を行う者についても、当社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者として不適切であると考えます。 
 当社は、以上のような考え方を当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針としております。 
Ｂ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み 
 当社は、平成26年５月７日開催の取締役会において、買収者等が当社株券等に対する買付等（当社が発行者である株券等について、保有者 
の株券等保有割合が20％以上となる買付け、または公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合
計が20％以上となる公開買付けをいいます。）を行う前に経るべき手続やルールを定めた「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防
衛策）」の更新を決議し、平成26年６月25日開催の第88回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました（以下、更新後の対応
策を「本プラン」といいます。）。 
 本プランは、新株予約権の無償割当てを用いた事前警告型の買収防衛策であり、具体的内容の概要は以下のとおりであります。 
 なお、本プランの詳細内容につきましては、当社ホームページ（http://www.jsw.co.jp/）に掲載の平成26年５月７日付「当社株券等の大量買付行
為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。 
１．本プランの発動に係る手続の設定 
 本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、買付者または買付提案者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、当社の企業価
値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社経営陣が事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等について
の情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様のご意向を仰ぐための手続を定めています。 
２． 新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用 
 買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、買付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著し
く害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以 
外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を、その時点
の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。 
 なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社経営陣から独立した社外の有識者（実績ある会社経 
営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で構成される独立委員会を設置し、その判断を経るこ
とで、当社取締役会の恣意的判断を排するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 
３．本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
 仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等以外の株主の皆様による本新株予約権の行使により、または
当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等の有する当 
社株式の議決権割合は、最大50％まで希釈化される可能性があります。 
Ｃ．上記Ｂ．の取組みについての取締役会の判断及びその判断に係る理由 
 本プランは、当社株券等に対する買収提案がなされた際に、当社株主の皆様が当該買収提案の可否を判断するに当たって必要な情報や相当
な検討期間を確保するために定めたルール及び手続です。本プランにおいて、新株予約権の無償割当てがなされるのは、買付者等が本プランに
定められた手続に従うことなく買付等を開始した状況下で、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを勧告する場合等を除き、株主総会の決 
議によることとしており、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を重視することを意図して設計されております。また、本プランは当社
経営陣から独立した社外の有識者から成る独立委員会の設置や対応措置のための合理的な客観的発動要件の設定等、当社取締役会による恣
意的な判断が排除される仕組みが確立されており、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。 
 以上より、本プランはＡ．の基本方針に沿うものであると判断しております。 

＜適時開示体制の概要＞ 
 
１．適時開示情報の社内開示体制 
・本社総務部門及び広報部門をもって開示担当部署とし、総務担当役員を情報取扱責任者としています。 
・開示担当部署は、当社における重要情報の集約を図り、適時開示情報の該否判断のほか、社内における情報の統制及び適時開示を指導・実 
 施しています。 
・適時開示情報の開示は開示担当部署の専権事項とし、代表取締役の承認を得て本社総務部門がこれを行っています。但し、緊急にして代表 
 取締役に支障ある場合は、情報取扱責任者の承認により行います。 
２．重要情報の社内管理体制 
・適時適切な情報開示のため、各製作所・各事業部等に情報管理者を置き、情報管理者は所管部署内の対象情報及び適時開示情報を開示担 
 当部署に報告することとしています。 
・情報管理者は、所管部署内の情報に関して、適時開示情報に該当するか否か疑義が生じた場合、直ちに開示担当部署に照会することとして 
 います。 
３．証券取引所への適時開示 
（１）決定事実に関する適時開示 



・当社及び子会社に係る適時開示の対象となる決定事実は、社内規程等に基づき戦略会議もしくは取締役会に付議・報告又は情報取扱責任者 
 に報告され、代表取締役の承認を得て、証券取引所の規則に従ってTDnetにて開示しております。 
（２）発生事実に関する適時開示 
・当社及び子会社に係る適時開示の対象となる発生事実は、社内規程等に基づき、代表取締役又は情報取扱責任者に報告され、代表取締役 
 の承認を得て、証券取引所の規則に従ってTDnetにて開示しております。 
（３）決算に関する適時開示 
・決算情報につきましては、社内規程に基づき戦略会議又は取締役会に付議・報告され、代表取締役の承認を得て、証券取引所の規則に従っ 
 てTDnetにて開示しております。 
４．適時開示に係る社内体制の監査 
・本社内部監査部門が、適時開示に係る社内体制について監査を行い、その適切性及び有効性を検証するとともに、監査結果及び改善提案に 
 ついて、代表取締役に報告することとしています。 
・監査役は、適時開示に係る社内体制の整備についての取締役の職務の執行を監査いたします。 
５．任意開示情報の開示体制 
・適時開示情報に該当しないことが明らかな場合であっても、開示することがステークホルダーにとって有用であると思われる情報は、これを開 
 示することとしています。 
・任意開示情報のTDnet又はホームページへの掲載は、開示担当部署がこれを行います。 
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